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第１章 計画の策定にあたって 
 

１．計画策定の趣旨 

鳥栖市では、障害者基本法に基づく「鳥栖市障害者福祉計画」の中で、（注１）ノーマライ

ゼーションと（注２）リハビリテーションの考え方のもと、「障害者が自己決定と自己選択に

より社会の一員として社会のあらゆる活動に参加できる共生社会を実現する」ことを基本理

念として、新しい制度や枠組みへの対応と新たな課題への取り組みを進めるために、施策や

事業を計画的に推進してきました。平成２８年３月に策定した第４期の鳥栖市障害者福祉計

画では、これまでの計画理念を普遍的なものとして引き継ぎながら、「鳥栖市に住むすべての

人々が、認め合い、支え合いながら、自分らしく生きる力を発揮できるまち」を目指して３つ

の取組体系と１０の基本方向に基づきながら、施策の推進を図ることとしています。 

今回、平成２７年３月に策定した計画期間を３年間とする「第４期鳥栖市障害福祉計画」

が、平成２９年度に計画期間の終了を迎えるとともに、平成３０年度から施行される障害者

総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、障害児福祉計画の策定が義務づ

けられたこと等を踏まえ、「第５期鳥栖市障害福祉計画」では、これまでの障害福祉計画の進

捗状況等の分析・評価を行ったうえで、障害者総合支援法第８８条及び改正児童福祉法第３

３条の２０に基づき、国の定める基本指針に沿って、引き続き取り組むべき課題に加え、障

害児福祉サービスの見込量といった新たな課題も整理しつつ、サービス基盤整備へのさらな

る取り組みを着実に推進するため、上位計画である「鳥栖市障害者福祉計画」との整合性を

図りながら、平成３２年度を目標年度として計画を策定するものです。 

 

 

 

注１）ノーマライゼーション 

障害者や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人々と同じように

生活し、活動することが社会の本来あるべき姿であるという考え方をいいます。 

 

注２）リハビリテーション 

一般的には「障害のある人の機能回復のための訓練」と考えられていますが、広くは「人間

らしく生きる権利」（全人間的復権）を意味します。 
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２．計画の位置づけ 

本計画は、「第６次鳥栖市総合計画」の部門別計画として位置づけられ市が行う障害福

祉サービス全体の方向性を定める「鳥栖市障害者福祉計画」に対して、障害者総合支援法

に定められた介護給付や訓練等給付といった障害福祉サービスに特化し、その数値目標

や方策を定める計画となります。 

 

 

 

図１－１ 鳥栖市総合計画等との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■鳥栖市障害福祉計画 

・「障害者総合支援法」に基づく障害者の地域移行に必要な取り組みの

数値目標や方策について規定。 

 

 

■鳥栖市地域福祉計画 ■鳥栖市高齢者福祉計画 

■鳥栖市子ども・子育て支援事業計画 ■うららトス２１プラン  

整合

性 

■鳥栖市障害者福祉計画 

・「障害者基本法」に基づく障害者への総合的な施策について規定。 

 

第６次鳥栖市総合計画 
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図１－２ 鳥栖市障害者福祉計画と鳥栖市障害福祉計画の関係 

 

 

 

鳥栖市障害者福祉計画 

（障害者基本法第 11条に基づく） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥栖市障害福祉計画 

（障害者総合支援法第 88 条及び児童福祉

法第 33条に基づく） 

■障害のある人の自立支援の充実 

 

１．生活支援 

２．移動サービスの充実 

３．保健・医療 

４．生活環境 

５．安全・安心 

 

■障害のある人の地域生活への 

 支援体制の充実 

１．情報アクセシビリティ 

２．差別の解消及び権利擁護 

の推進 

３．行政サービス等における 

  配慮 

 

■障害のある人の社会参加・就労

支援  

１．教育、文化芸術活動、 

  スポーツ等の振興 

２．雇用・就業、経済的自立 

の支援 

(1)介護給付・訓練等給付 

 （居宅介護、短期入所等） 

 

○年度毎のサービス種類毎の 

見込量 

○見込量を確保するための方策 

 

(2)地域生活支援事業 

（理解促進事業、移動支援等） 

 

○実施する事業の内容 

○年度毎のサービス種類毎の 

見込量 

○見込量を確保するための方策 

 

(3)障害児通所給付 

 （児童発達支援、放課後等デイ

サービス等） 

 

○年度毎のサービス種類毎の 

見込量 

○見込量を確保するための方策 

総合支援法及

び児童福祉法

に基づく事業 

 

国・県に報告 

 



第１章 計画の策定にあたって 

 

4 

 

３．計画の期間 

 障害福祉計画は、障害者総合支援法に基づく自立支援給付、地域生活支援事業等の各種

サービスについて、短期・中期的にサービス量を見込み、そのサービス量を確保するため

の方策を定めます。 

本計画は、平成３２年度を目標として、平成３０年度から平成３２年度までの３年間を

計画期間として策定します。計画期間中においても、法制度の改正や社会情勢の大きな変

化等必要が生じた場合は、適宜、見直しを行うこととします。 

 

図１－３ 鳥栖市障害者福祉計画と鳥栖市障害福祉計画の計画期間 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

         

 

     

      

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2期鳥栖市障害者福祉計画 

第 3期鳥栖市障害者福祉計画 

第 1期障害福祉計画 

第 4期鳥栖市障害者福祉計画 

第 2期障害福祉計画 

第 3期障害福祉計画 

第 4期障害福祉計画 

第 5期障害福祉計画 
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第２章 現状と課題 
１．本市の現状と課題 

  第５期鳥栖市障害福祉計画の策定に際し、第４期鳥栖市障害福祉計画の現状分析や障害者理

解基礎調査、事業所からの聞き取り等をもとに、本市の課題の整理を行いました。 

 

⑴ 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスの概要 

障害者総合支援法に基づくサービスは、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の２つ

から構成されます。児童福祉法に基づくサービスは「障害児通所給付」があります。「自立

支援給付」及び「障害児通所給付」は、すべての市町村で共通のサービスで、「地域生活支

援事業」は、各市町村が、地域の実情に応じてサービス内容や実施する事業を決めて提供

するサービスになります。 

図２－１ 障害者総合支援法に基づくサービスの体系 

 

障 

害 

者 

・同行援護 
・行動援護 

・生活介護 

・短期入所（ショートステイ） 

・施設入所支援 

■ 障害福祉サービス 

日中活動系サービス 

・就労移行支援 
・就労継続支援（Ａ・Ｂ型） 

・共同生活援助（グループホーム） 

補装具 

・車椅子      など 

■地域生活支援事業 

費用は、利用者の負担能力に 

応じた負担となります。 

必須事業 
・相談支援事業 
・意思疎通支援事業 
・日常生活用具給付等事業 

・移動支援事業 

・地域活動支援センター事業 

任意事業 

・日中一時支援 
・福祉ホームの運営 

・訪問入浴事業 

      など 

地域の実情に応じて、必要なサービス 

を提供します。 

自立支援医療 

・更生医療 
・育成医療 
・精神通院公費 

・成年後見制度利用支援事業 

・巡回支援専門員整備 

・自動車運転免許取得 

・改造助成 

・理解促進研修・啓発事業 

・手話奉仕員養成研修事業 など 

・計画相談支援 
・地域移行支援 
・地域定着支援 

・自立訓練（機能・生活） 

・療養介護 

訪問系サービス 

・居宅介護 

・重度訪問介護 

市町村が実施するサービス 

■ 相談系サービス 

・重度障害者等包括支援 

居住系サービス ■ 障害児福祉サービス 

・児童発達支援 
・放課後等デイサービス  

           など 
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２．障害福祉サービスの現状 

⑴ 利用状況  

区  分 単位 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 達成率 

H28末時点 見込 実績 見込 実績 見込 実績 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

訪
問
系 

居宅介護 
実人数 75 87 77 83 79 － 112％ 

時間分（/月） 1,161 1,207 1,192 1,164 1,223 － 101％ 

重度訪問介護 
実人数 3 2 3 1 4 － 50％ 

時間分（/月） 109 132 109 105 145 － 109％ 

重度障害者等包

括支援 

実人数 1 0 1 0 1 － 0％ 

時間分（/月） 120 0 120 0 120 － 0％ 

同行援護 
実人数 10 12 11 15 12 － 129％ 

時間分（/月） 55 82 60 123 65 － 178％ 

行動援護 
実人数 36 31 41 29 47 － 78％ 

時間分（/月） 178 150 204 141 234 － 76％ 

日
中
活
動
系 

生活介護 
実人数 112 113 114 118 116 － 102％ 

時間分（/月） 2,195 2,168 2,234 2,206 2,273 － 99％ 

自立訓練 

（機能訓練） 

実人数 4 3 4 3 4 － 75％ 

時間分（/月） 32 15 32 21 32 － 56％ 

自立訓練 

（生活訓練） 

実人数 6 14 6 12 6 － 217％ 

時間分（/月） 78 122 78 98 78 － 141％ 

就労移行支援 
実人数 17 22 20 24 23 － 124％ 

時間分（/月） 198 182 242 227 295 － 93％ 

就労継続支援 

（A型） 

実人数 59 85 64 94 69 － 146％ 

時間分（/月） 1,135 1,207 1,224 1,367 1,320 － 109％ 

就労継続支援 

（B型） 

実人数 143 160 147 173 152 － 115％ 

時間分（/月） 2,290 2,389 2,356 2,592 2,425 － 107％ 

療養介護 実人数（/月） 27 26 27 27 27 － 98％ 

短期入所 
実人数 28 37 28 45 28 － 146％ 

時間分（/月） 66 69 66 83 66 － 115％ 

居

住

系 

共同生活援助 人分（/月） 88 89 93 89 98 － 98％ 

施設入所支援 人分（/月） 69 74 69 74 68 － 107％ 

相 

談 

系 

計画相談支援 実人数 453 416 463 461 473 － 96％ 

地域移行支援 実人数 4 1 4 1 4 － 25％ 

地域定着支援 実人数 4 0 4 1 4 － 13％ 

※人分…月間の利用人数 
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⑵ 事業実績の分析と課題 

① 訪問系サービス 

居宅介護のサービス見込量と実績量をみると、平成２７・２８年度とも実人数、利用時間

ともに概ね見込量を達成しています。必要な人に必要な量のサービスが行き届いてきた状況

と考えられます。 

また、平成２３年１０月から制度が発足した視覚障害者に対する移動支援である同行援護

についても、実人数・利用時間ともに見込量を上回る実績でした。 

行動援護については、行動の際の危険を回避するために必要な支援や外出支援を行うもの

であり、実人数・利用時間ともに見込量をやや下回りました。放課後等デイサービスの利用

増加により、児童の行動援護の利用が減少したことが考えられます。 

訪問系サービスについては、障害者の地域生活を支える基本事業であり、今後も地域移行

推進の観点からサービスの利用量が増加することが予測されるため、事業所の充実が必要と

なっています。 

 

② 日中活動系サービス 

生活介護については、実人数・利用量ともに概ね見込量を達成しています。 

自立訓練（生活訓練）については、圏域の事業所のみでなく圏域外の事業所を利用する例

も多く、実人数・利用量ともに増加しました。 

就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ型）についても、圏域内また県外

の近隣自治体に支援事業所が増えたことに伴い、実人数・利用日数ともに増加しました。 

日中活動系サービスは進捗率を概ね達成しているが、障害者の就労については主要な課題

の一つであるため、今後もそれぞれのニーズに合ったサービス提供を促進していくよう努め

ます。 

 

③ 居住系サービス 

居住系サービスについて、共同生活援助については概ね見込量を達成しました。 

施設入所支援については見込量まで減少させることができませんでした。 

地域生活移行者の増加を目指す観点から、今後も共同生活援助の利用者数の増加が見込ま

れます。 

  

④ 相談系サービス 

平成２７年度は相談支援事業所の数は４事業所だったが、平成２８年度は７事業所と増加

しました。すべての障害福祉サービス利用者に、「サービス等利用計画」の策定が必要であ

り、平成２８年度においてサービス利用者への計画相談支援の決定は１００％でした。引き

続き、相談支援事業所の確保、計画相談員の数や質の確保に努める必要があります。 

地域移行支援と地域定着支援については、利用者数が見込量を下回りました。制度の周知、

事業所の増加が課題です。 

 



第２章 現状と課題 

8 

 

 

３．障害児福祉サービスの現状 

⑴ 利用状況 

※人日分（/月）…「年間利用延人数を年間月数で割った数」で算出されるサービス量 

 

⑵ 事業実績の分析と課題 

① 障害児通所支援 

放課後等デイサービスについては、利用実数・利用量ともに見込量を上回りました。事業

所の増加や計画相談支援の定着により、必要なサービス利用に繋がるようになったためだと

考えられます。 

保育所等訪問支援については、利用実数・利用量ともに見込量を大幅に上回りました。要

因としては、市内の事業所が１か所新たにサービスを開始したことにより、サービスの必要

な利用者の要望に応えられる体制が整ってきたためと考えられます。 

今後も、児童に対するサービスの、量もさることながら質の充実が必要になることから、

引き続き事業所の確保や連携に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 単位 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 達成率 

H28末時点 見込 実績 見込 実績 見込 実績 

障
害
児
通
所
支
援 

児童発達支援 
実人数 135 124 139 138 144 － 96％ 

人日分（/月） 582 594 600 578 619 － 99％ 

医療型 

児童発達支援 

実人数 1 0 1 0 1 － 0％ 

人日分（/月） 6 0 6 0 6 － 0％ 

放課後等 

デイサービス 

実人数 126 158 132 228 139 － 150％ 

人日分（/月） 584 927 613 1,708 643 － 220％ 

保育所等 

訪問支援 

実人数 1 11 1 25 1 － 1,800％ 

人日分（/月） 1 5 1 12 1 － 850％ 

相談支援 実人数 261 245 271 310 283 － 104％ 
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４．地域生活支援事業の現状 

⑴ 利用状況 

区  分 単位 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 達成率 

H28末時点 見込 実績 見込 実績 見込 実績 

理
解
促
進
研
修
・ 

啓
発
事
業 

教室等開催 
回数 4 4 4 4 4 － 100％ 

実人数 200 227 200 226 200 － 113％ 

イベント開催 
回数 1 1 1 1 1 － 100％ 

実人数 300 2,600 300 3,000 300 － 933％ 
自
発
的
活
動
支

援
事
業 

ピアサポート 
回数 6 9 6 10 6 － 158％ 

実人数 60 101 60 125 60 － 188％ 

相
談
支
援
事
業 

障害者相談支援事業 か所数 1 1 1 1 1 － 100％ 

地域自立支援協議会 か所数 1 1 1 1 1 － 100％ 

利用件数 
件数 

（月） 
500 807 500 760 500 － 157％ 

成
年
後
見
制
度
利

用
支
援
事
業 

成年後見制度 

利用支援 
実人数 1 1 1 0 1 － 50％ 

意
思
疎
通 

支
援
事
業 

手話奉仕員・要約筆記者

派遣 
実人数 22 12 22 9 22 － 48％ 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練支援用具 給付数 8 6 8 3 9 － 56％ 

自立生活支援用具 給付数 6 11 7 7 8 － 138％ 

在宅療養等支援用具 給付数 9 6 9 12 10 － 100％ 

情報・意思疎通支援用

具 
給付数 13 13 14 21 15 － 126％ 

排せつ管理支援用具 給付数 1,050 1,119 1,100 1,045 1,150 － 101％ 

住宅改修費 給付数 1 5 1 1 1 － 300％ 

手
話
奉
仕
員 

養
成
講
座
事
業 

手話奉仕員養成講座 

回数 47 47 47 47 47 － 100％ 

実人数 10 13 10 6 10 － 95％ 

移
動
支
援

事
業 

移動支援 

事業者 17  21  18 18  19  － 111％ 

実人数 98  101  100  93  102  － 98％ 

延時間数 2,600 2,127 2,650 1,834  2,700 － 75％ 

地域活動支援センター（Ⅱ型） か所数 1 1 1 1 1 － 100％ 

地域活動支援センター（Ⅲ型） か所数 2 2 2 2 2 － 100％ 
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⑵ 事業実績の分析と課題 

① 理解促進・研修啓発事業 

啓発事業・居場所づくり事業として、小中学校や市民・企業などを対象とした障害者等の

理解を深めるための教室等の開催をしました。 

イベント開催については、平成２５年度から市内の商業施設において『障がいの有無を超

えた「個」の共演』をテーマに、障害者を含む各団体のリレー方式での音楽祭を観覧無料で

開催したため、実績が大幅に伸びる結果となりました。 

平成２９年度から施行された障害者差別解消法の理念も鑑み、これからも障害への理解促

進に係る事業を進めていく必要があると考えます。 

 

② 自発的活動支援事業 

障害当事者と保護者を対象とする居場所づくりの取り組みとして、５月から２月までの月

１回、障害当事者同士や親同士で思いを共有できる交流会を開催しました。利用者は年々増

加しており、今後も当事者同士の思いの共有の場の確保は必要と考えられます。 

 

③ 相談支援事業 

国は平成３２年度から、県においては平成３０年度からの実施を予定している地域生活支

援拠点等の整備について、平成２７年度から、自立支援協議会の各専門部会で検討を行って

きました。今後も引き続き、障害者の支援体制整備を図るため、関係機関と連携し、地域の

課題改善に取り組みます。 

また、平成２８年４月から「障害者差別解消法」が施行されたことに伴い、平成２９年度

から自立支援協議会の権利擁護部会を障害者差別解消支援地域協議会に改称し、更なる障害

者の権利擁護に努めます。 

 

 

 

 

 

そ
の
他
事
業 

福祉ホーム事業 実人数 4 4 4 4 4 － 100％ 

訪問入浴サービス事業 
実人数 3 3 3 3 3 － 100％ 

延日数 189 176 189 222 189 － 105％ 

巡回支援専門員整備事業 
か所数 20 19 20 17 20 － 90％ 

延回数 138 127 138 105 138 － 84％ 

日中一時支援事業 

か所数 18 18 19 18 20 － 97％ 

実人数 100 113 110 95 120 － 99％ 

延日数 1,700 2,039 1,750 1,724 1,800 － 109％ 

社会参加促進事業 実人数 3 6 3 2 3 － 133％ 
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④ 成年後見利用支援事業 

ホームページで制度の周知を行うとともに、平成２８年度より成年後見制度利用支援事業

実施要綱を改正し、報酬助成の対象者を拡充いたしました。 

今後も、必要な方に適切な支援を行う体制づくりに努めます。 

 

⑤ 意思疎通支援事業 

意思疎通支援事業の実績をみると、平成２７・２８年度ともに見込みより実績が少ない状

況となっています。担い手の育成や事業の周知について、継続して取り組み必要があります。 

 

⑥ 日常生活用具等給付事業 

日常生活用具給付等事業は、各々の用具に耐用年数が定められているため、年度によって、

給付のばらつきがみられるが、推計給付件数に対し、実給付総件数は１３６％の達成状況と

なっています。 

 

⑦ 手話奉仕員養成講座事業 

平成２７年度から近隣１市３町持ち回りで手話奉仕員養成講座を実施し、概ね見込量を達

成しました。今後も、近隣市町が連携することにより、広報等に力を入れていきます。 

 

⑧ 移動支援事業 

移動支援事業では、実施か所数、実人数は、概ね見込量どおりだが、延べ時間数は緩やか

に下降しています。原因としては、放課後等デイサービスの利用増加により、利用ニーズが

移行したことが考えられます。移動支援事業の周知については、今後もホームページ等で啓

発に努めます。 

 

⑨ 地域活動支援センター事業 

平成２２年度に１事業所が「地域活動支援センター」から「障害福祉サービス事業所」に

移行した以降は、３事業所のままで変動はありません。 

今後も、事業の啓発に努めます。 

 

⑩ その他事業 

「福祉ホーム」事業については、対象者数に変動はなく見込みどおりの実績でした。 

「日中一時支援事業」については、実人数、延日数ともに概ね見込どおりでした。 

事業内容については、ホームページ等で啓発に努めます。 
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第３章 成果目標の設定 
１．成果目標の設定 

(1) 福祉施設入所者の地域生活への移行 

 

 

 

 

 

本市においては、平成２８年度末の施設入所者数（７０人）の１０％の７人の地域移行を目

標とするとともに、平成３２年度末の施設入所者数を平成２８年度末時点の施設入所者数から

２．８６％減の２人の削減を目標とします。 

また、障害者支援施設においては、地域における関係機関との連携により、施設入所者の地

域移行に取り組むことと併せて、入所者等のニーズに合わせたサービスの提供を図る観点から、

施設及び計画相談員との連携を強化していきます。 

【福祉施設入所者の地域生活への移行】 

項 目 数 値 考え方 

現在の施設入所者数 ７０人 平成 28年度末の人数 （Ａ） 

目標年度入所者数 ６８人 平成 32年度末時点の利用見込 （Ｂ） 

目標値（削減見込） 
２人 （Ａ）－（Ｂ）＝（Ｃ） 

2.86％ （Ｃ）／（Ａ） 

目標値（地域生活移行者数） 
７人 施設入所からグループホーム等への移行者数（Ｄ） 

10.00％ （Ｄ）／（Ａ） 

 

(2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 成果目標については、県が設定した目標値に基づき、市は年度ごとの活動指標について障害福

祉サービスの必要量を見込みます。 

また、引き続き鳥栖・三養基地域自立支援協議会のくらしの支援部会を活用し、保健・医療・

福祉関係者との連携体制を強化していきます。 

 

【国の基本指針】 

平成３２年度末までに、平成２８年度末時点での入所施設の入所者の９％以上が地域生活に移行する

ことを目指す。これにあわせて、平成３２年度末時点の施設入所者数を２％以上削減することを基本と

しつつ、地域の実情に応じて目標を設定する。 

 

【国の基本指針】 

精神障害者を地域で支える環境を整備するため、入院中の精神障害者の退院に関する目標値とし 

て、平成３２年度末時点の１年以上長期入院患者数を国が提示する推計式を用いて設定し、平成３２年

度における退院率については、入院後３か月時点の目標を６９％以上、入院後６か月時点の目標を８４％

以上、入院後１年時点の目標を９０パーセント以上とする。 

また、平成３２年度末までに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置する。 
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(3) 地域生活支援拠点等の整備 

 

 

 

 

地域生活支援拠点等の整備については、地域レベルでの取組を基礎とするため、障害者の高齢

化・重度化や「親亡き後」を見据えながら、地域で安心して暮らせるために、どのような機能を

どれだけ整備していくかについて、利用者の障害福祉サービス等のニーズ、既存の障害福祉サー

ビス等の整備状況などを考慮し、鳥栖・三養基地域自立支援協議会等の議論を通じ、圏域内の事

業所の役割分担を明確にしながら引き続き整備に努めます。 

 

(4) 福祉施設から一般就労への移行等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般就労への移行実績（平成２８年度実績）の１．５倍以上を目安として、平成３２年度中に

一般就労に移行する人の数値目標を設定します。本市では、平成２８年度実績（５人）の１．６

倍となる８人の一般就労移行を目指します。 

そのため、ハローワークや障害者就業・生活支援センター（もしもしネット）などの関係機関 

との連携のもとで、就労移行支援の充実を図り、目標値の実現を目指します。 

就労の意欲があっても様々な要因により、就労に至ってない障害者や難病患者、特別支援学校 

卒業後に就職が困難である方などの就労先を開拓する「レッツ・チャレンジ雇用事業」（県事業）

などの事業と連携し、就労支援に努めます。 

また、市においては障害者等の理解促進事業の実施や物品や役務の優先的な調達に努めます。 

 

■ 福祉施設から一般就労への移行 

項 目 数 値 考え方 

平成２８年度の 

一般就労移行者数 
５人 平成２８年度に福祉施設を退所し、一般就労した人の数 

目標値（目標年度の年間 

一般就労移行者数） 

８人 

(1.6倍) 
平成３２年度に福祉施設を退所し、一般就労する人の数 

【国の基本指針】 

平成３２年度中に福祉施設から一般就労に移行する者を平成２８年度実績の１．５倍以上とするこ

と。 

これにあわせて、就労移行支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労移行率に係る目標値を設定す

ることとし、就労移行支援事業の利用者数については、平成３２年度末における利用者数が平成２８

年度末における利用者数から２割以上増加すること、事業所ごとの就労移行率については、就労移行

支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所を全体の５割以上とすること。 

また、就労定着支援による支援開始１年後の職場定着率が８割以上とすること。 

【国の基本指針】 

地域生活支援拠点等について、平成３２年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも１つを整備す

ること。 
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■ 就労移行支援事業の利用者数 

【就労移行支援事業の利用者数】 

項 目 数 値 考え方 

平成 28年度の 

就労移行支援利用者数 
12人 

平成 28年度における福祉施設利用者のうち、就労移

行支援事業の利用者数 

目標値（目標年度末の就労移

行支援事業の利用者数） 
15人 

平成 32年度における福祉施設利用者のうち、就労移

行支援事業を利用する人数 

国の基本指針では、平成２８年度末利用者数から２割以上増加することとしています。 

本市においては、市内及び近隣市町にある就労継続支援事業所の数に比較すると、就労移行支

援事業所が少なく、受け入れ可能な利用人数が少ない実情を踏まえて目標値を設定します。目標

値を達成するために、鳥栖・三養基地域自立支援協議会の就労支援部会を活用し、市と県、ハロー

ワークや特別支援学校との連携体制を強化していきます。 

 

(5) 障害児支援の提供体制の整備等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記については、障害者総合支援法および児童福祉法改正法において策定が義務づけられた障

害児福祉計画に相当します。障害児に対する重層的な地域支援体制の構築、医療的ニーズへの対

応を目標とします。 

 児童福祉法に基づく障害児支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点など

から、教育関係機関等とも連携を図った上で、乳幼児期から 学校卒業まで一貫した            効果的な     支援

を身近 な場所で提供する体制の       構築に        努めます。 

市内には児童発達支援センター、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課

後等デイサービス事業所、保育所等訪問支援を提供する事業所が確保されていることから、鳥栖・

三養基地域自立支援協議会のこども部会等を通じて、関係機関との連携を深め、障害児に対する

支援体制の強化およびサービスの質の確保に努めます。 

また、鳥栖・三養基地域自立支援協議会における医療的ケア児支援強化ワーキンググループに

おいて、保健、医療、福祉、保育、教育の連携を深め、体制を強化します。 

【国の基本指針】 

平成３２年度末までに、児童発達支援センターと、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事

業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも一か所以上設置し、また、全ての市町

村において保育所等訪問支援を利用できる体制を構築すること。 

また、平成３０年度末までに、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように各市町村（市町村単

独での確保が困難な場合は圏域）において保健・医療・障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を

図るための協議の場を設けること。 
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第４章 今後のサービス見込量と実施方策 

１．障害福祉サービス 

⑴ 訪問系サービス 

■ サービスの内容  

  訪問系サービスとは、地域で生活する障害者が生活するために必要な支援について、

ヘルパー等が障害者の自宅を訪問して身体介護や家事援助等を行うことをいいます。 

具体的なサービス サービスの内容 

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス 

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護を行います。 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入
浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援など総合的
な介護を行います。 

重度障害者等 
包括支援 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサー
ビスを包括的にできるよう支援を行います。 

同行援護 
視覚障害者が外出時における必要な視覚的情報の支援や
移動時及びそれに伴う外出先において必要な支援を行い
ます。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険
を回避するために必要な支援及び外出支援を行います。 

 

■ 今後のサービスの見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

居宅介護 
実人数 ８５ ８６ ８７ 

時間分(／月) １，１８７ １，２１１ １，２３５ 

重度訪問介護 
実人数 １ ２ ２ 

時間分(／月) １１０ １１６ １２２ 

重度障害者等包括支援 
実人数 ０ ０ ０ 

時間分(／月) ０ ０ ０ 

同行援護 
実人数 １６ １７ １８ 

時間分(／月) １２９ １３５ １４１ 

行動援護 
実人数 ３０ ３２ ３４ 

時間分(／月) １４８ １５５ １６２ 

※時間分…月間のサービス提供時間 

■ 見込量を確保するための方策 

● 施設入所者や入院中の精神障害者の地域移行を進めていく上で、訪問系サービス

の需要が増えることが見込まれます。 

● 障害者の自立に向けた支援に向けて、障害の種類や程度に応じて適切なサービス

が提供できるよう、ヘルパー事業所との連携と協力を行い、質の確保に努めます。 
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⑵ 日中活動系サービス 

■ サービスの内容 

  日中活動系サービスとは、障害者に、通所等により日中活動に必要な介護や訓練など

の支援を提供するサービスをいいます。 

具体的なサービス サービスの内容 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

生活介護 
常に介護を必要とする人へ、昼間に、入浴、排せつ、食事の介
護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供
します。 

自立訓練 
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体
機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な
知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 
（Ａ型、Ｂ型） 

一般企業等での就労困難な人に、働く場を提供するとともに、
知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。（Ａ
型：雇用型）（Ｂ型：非雇用型） 

就労定着支援 
就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との
連絡調整等の支援を行います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養
上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 

短期入所 
（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施
設で、入浴、排せつ、食事等の介護等を行います。 

■ 今後のサービス見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

生活介護 
実人数 １１９ １２０ １２２ 

人日分(／月) ２，２２８ ２，２５０ ２，２７３ 

自立訓練（機能訓練） 
実人数  ３ ３ ３ 

人日分(／月) ２２ ２３ ２４ 

自立訓練（生活訓練） 
実人数 １２ １２ １３ 

人日分(／月) １００ １０２ １０４ 

就労移行支援 
実人数 ２５ ２６ ２７ 

人日分(／月) ２３８ ２５０ ２６２ 

就労継続支援（Ａ型） 
実人数 ９６ ９８ １００ 

人日分(／月) １，３９４ １，４２２ １，４５１ 

就労継続支援（Ｂ型） 
実人数 １７６ １８０ １８４ 

人日分(／月) ２，６４４ ２，６９７ ２，７５１ 

就労定着支援 実人数(／月) ５ ６ ７ 

療養介護 実人数(／月) ２７ ２７ ２７ 

短期入所 
実人数 ４７ ５０ ５２ 

人日分(／月) ８７ ９２ ９６ 

※人日分（/月）…「年間利用延人数を年間月数で割った数」で算出されるサービス量 
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■ 見込量を確保するための方策 

● 日中活動系サービスについては、今後も利用者の増加が見込まれることから、多様

なサービス提供体制の整備に努めます。 

● 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推

進法）に基づき、就労継続支援Ａ型、Ｂ型等の障害者就労施設が提供する物品及び役

務を優先的に調達することに努め、障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促

進に努めます。 

● 短期入所については、障害児のサービス提供量が確保できるよう、事業所との連携

を深めていきます。 

● また、短期入所については、医療的ケアが必要な重症心身障害者を受け入れた場合

の運営経費の助成を行うことにより、事業所の確保に努めます。 

 

⑶ 居住系サービス 

■ サービスの内容 

  居住系サービスについては、施設や共同生活を行う住居等において夜間における生

活の援助や介護を提供するサービスをいいます。 

具体的なサービス サービスの内容 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

自立生活援助 
定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向
けた相談・助言等を行います。 

共同生活援助 
（グループホーム） 

地域社会の中にある住宅において、日常生活上の援助等を行
うとともに、食事等の介護や援助を利用者のニーズに応じて
提供します。 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の
介護のサービス等を提供します。 

 

■ 今後のサービス見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

自立生活援助 人分(／月) ２ ２ ２ 

共同生活援助 人分(／月) ９１ ９３ ９５ 

施設入所支援 人分(／月) ７０ ６９ ６８ 

※人分…月間の利用人数 

■ 見込量を確保するための方策 

● 共同生活援助（グループホーム）は、障害者の地域生活を支えるサービスであり、

障害者の高齢化が進むなか、親亡き後の支援としても重要な支援となります。アパー

トや空き家の有効利用を促進し、共同生活援助（グループホーム）の確保に努めます。 

● 障害者支援施設等から地域移行を進めるにあたり、相談支援事業所や障害者支援

施設との連携を深めます。 

● 公営住宅の優先入居等の他の制度の周知に努め、障害者の地域移行を促進します。 
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⑷ 相談系サービス（サービス利用計画作成） 

 ■ サービスの内容 

  障害者が障害福祉サービスを利用する時に、どのようなサービスが利用できるのか

情報を収集するのは大変です。そのため、障害者や保護者又は障害者等の介護を行う

方からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、サービス提供事業者等との連絡調整

等を行うほか、サービス利用計画の作成や地域移行支援、地域定着支援等を行うもの

をいいます。 

具体的なサービス サービスの内容 

相
談
系
サ
ー
ビ
ス 

計画相談支援 
障害者が利用するサービスの内容等を定めた「サービス利
用計画」の作成を行い、一定期間ごとに見直しを行います。 

地域移行支援 
入所施設や精神科病院に入所・入院している障害者に対し、
住居の確保や地域生活への移行に関する相談や、援助など
を行います。 

地域定着支援 
単身等の居宅で生活をする障害者に対し、常時の連絡体制
を確保して、緊急時の相談等を行います。 

 

■ 今後のサービス見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

計画相談支援 実人数 ４８４ ５０８ ５３４ 

地域移行支援 実人数 ２ ２ ２ 

地域定着支援 実人数 １ ２ ２ 

 

■ 見込量を確保するための方策 

● 障害者の自立した生活を支えるためには、その抱える課題の解決や適切なサービ

ス利用に向けたきめ細やかで継続的なサービスが必要です。今後も新規相談支援事

業所の確保に努めます。 

● 鳥栖・三養基地域自立支援協議会の相談支援部会の中で、計画相談事業所間の連携

を図ることにより、圏域内の計画策定の平準化・適正化に努め、相談支援専門員の養

成や相談体制の構築に努めます。また、自立支援協議会の各部会を通じ、専門機関と

の連携や、事例検討、専門分野別の地域の実情に応じた研修の取り組みに努めます。 

● 障害者支援施設等から地域移行のための支援にあたり、多様なニーズが顕在化す

ると考えられるため、地域移行支援と併せて、地域定着支援に係るサービスの提供体

制も整備に努めます。 
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２．障害児福祉サービス（障害児福祉計画） 

 

⑴ 障害児通所支援 

■ サービスの内容  

障害児通所支援とは、身体、知的、精神等に障害がある児童に対して、日常生活にお

ける基本的な動作や、集団生活への適応訓練等の支援を行うサービスです。平成３０年

度より居宅訪問型児童発達支援が創設されます。 

具体的なサービス サービスの内容 

障
害
児
通
所
支
援 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 
集団生活への適応訓練などを行います。 

医療型児童発達支援 
肢体不自由のある児童に対し、児童発達支援および治療を提
供します。 

放課後等デイサービ
ス 

就学中の障害児に対して、放課後や休校日に、生活能力向
上のための訓練、社会との交流促進のための支援を行いま
す。 

保育所等訪問支援 
保育所などに通う障害児に対して、集団生活への適応のた
めの専門的な支援などを行います。 

居宅訪問型児童発達
支援 

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居
宅を訪問して発達支援を提供します。 

相談支援 
障害児が利用するサービスの内容等を定めた「障害児支援
利用計画」の作成を行い、一定期間ごとに見直しを行いま
す。 

 

■ 今後のサービスの見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

児童発達支援 
実人数 １４６ １５３ １６１ 

人日分(／月) ６０７ ６３７ ６６９ 

医療型児童発達支援 
実人数 ０ ０ ０ 

人日分(／月) ０ ０ ０ 

放課後等デイサービス 
実人数 ２５１ ２７６ ３０３ 

人日分(／月) １，８７９ ２，０６７ ２，２７３ 

保育所等訪問支援 
実人数 ２６ ２８ ２９ 

人日分(／月) １３ １３ １４ 

居宅訪問型 

児童発達支援 

実人数 ２ ３ ４ 

人日分(／月) １０ １５ ２０ 

相談支援 実人数 ３４１ ３７５ ４１３ 

※人日分（/月）…「年間利用延人数を年間月数で割った数」で算出されるサービス量 
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■ 見込量を確保するための方策 

● 鳥栖・三養基地域自立支援協議会の相談支援部会にて、相談支援事業所間の連携を

図ることにより、圏域内の計画策定の平準化・適正化に努め、相談体制の構築に努め

ます。 

● また、自立支援協議会のこども部会等を通じて、身近な地域の障害児支援の拠点で

ある児童発達支援センターをはじめとする関係機関との連携を深め、障害児に対す

る支援体制の強化およびサービスの質の確保に努めます。 

 

３．地域生活支援事業 

■ サービスの内容 

地域生活支援事業は、障害者総合支援法において法定化された市町村が実施主体と

なる事業で、地域の特性やニーズに合わせ事業を行い、障害者の福祉の増進を図ります。 

また、複数の市町村が連携し広域的に実施することや、事業の全部または一部を委託

することも可能となっています。 

 

地
域
生
活
支
援
事
業 

①理解促進研修・啓
発事業 

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的
障壁」を除去するため、障害者等の理解を深めるため研修・
啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、
共生社会の実現を図ります。 

②自発的活動支援事
業 

障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことがで
きるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域にお
ける自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実
現を図ります。 

③相談支援事業 
障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ
るよう、その保護者や介護者等からの相談に応じ、必要な情
報提供や権利擁護のために必要な支援等を行います。 

④成年後見制度利用
支援事業 

障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用す
ることが有用であると認められる知的障害者又は精神障害
者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより権利擁
護を図ります。 

⑤意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通
を図ることに支障がある人とその他の人との意思疎通を仲
介するために、手話通訳者や要約筆記者等の派遣などを行い
ます。また、点訳、音訳その他障害者にわかりやすい方法に
より、障害者が地域生活をする上で必要な情報などを支援し
ます。 

⑥日常生活用具給付
事業 

障害者の日常生活の便宣を図るため、日常生活用具の給付を
行います。 

⑦手話奉仕員養成研
修事業 

聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの
支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習
得した手話奉仕員を養成する研修を行います。 
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⑧移動支援事業 
移動が困難な障害者に対し、地域における自立した生活など
への支援、社会参加等への外出支援を行います。 

⑨地域活動支援セン
ター機能強化事業 

障害者に対し、創作的活動又は生産活動の提供、地域との交
流の促進等を行い、地域生活において自立した生活を営む事
ができるよう支援します。 

 

 

⑴ 理解促進研修・啓発事業 

■ 今後のサービス見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

理解促進研修・啓発事業  

 
教室等開催 

回数 ４ ４ ４ 

実人数 ２００ ２００ ２００ 

イベント開催 回数 １ １ １ 

※平成２９年度開催イベント実行委員会参加団体数１８団体 

■ 見込量を確保するための方策 

● 障害特性を分かりやすく解説するとともに、小中学校や市民・企業、福祉関係の学

生などを対象に、障害者や福祉関係業務等の理解を深めるための教室や研修を開催

します。 

● 当事者、障害者団体、地域福祉に関わる者等により実行委員会を設置し、障害者等

と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるような形態により、障害者等

に対する理解を深めるイベントを行います。 

 

⑵ 自発的活動支援事業 

■ 今後のサービス見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

自発的活動支援事業 

 ピアサポート 
回数 ９ ９ ９ 

実人数 ９０ ９０ ９０ 

■ 見込量を確保するための方策 

● 障害者等やその家族が互いの悩みを共有する場や情報交換のできる交流会活動を

支援します。 
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⑶ 相談支援事業 

■ 今後のサービス見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

相談支援事業 

 

障害者相談支援事業 実施か所数 １ １ １ 

地域自立支援協議会 設置か所数 １ １ １ 

利用件数 
利用件数 

（／月） 
７５０ ７５０ ７５０ 

障害者相談支援事業 

実施形態 
広域：東部福祉圏域 

（鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町） 

実施方法 
委託：特定非営利活動法人  

総合相談支援センター「キャッチ」 

地域自立支援協議会 

実施形態 
広域：東部福祉圏域 

（鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町） 

実施方法 
鳥栖・三養基地域自立支援協議会（鳥栖保健福祉事

務所を中心に関係機関で構成） 

 

■ 見込量を確保するための方策 

● 障害者やその家族を対象とする相談支援事業を実施し、福祉サービスの利用援

助、社会資源の活用、専門的な指導・助言等を通じて、地域における生活を総合的

にサポートします。 

● 鳥栖・三養基地域自立支援協議会の中に設置した障害者差別解消支援地域協議

会において司法書士、社会福祉士等の専門家グループと連携し、相談支援体制の更

なる強化を図ります。 

  ● 鳥栖・三養基地区虐待防止センターを活用し、障害者虐待の防止及び早期発見に

努めます。 

 

 ⑷ 成年後見制度利用支援事業 

■ 今後のサービス見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

成年後見制度利用支援事業 実人数 ２ ２ ２ 

■ 見込量を確保するための方策 

● 身寄りのない知的障害者及び精神障害者が自ら希望する自立した日常生活が営め

るように支援する制度であり、平成２８年度に要綱改正した報酬助成の内容につい

てもホームページ等を利用し広報活動を行い広く周知を行います。 
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⑸ 意思疎通支援事業 

■ 今後のサービス見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

意思疎通支援事業 延人数 １８ １８ １８ 

 

意思疎通支援事業 
手話奉仕員・要約

筆記者派遣 
実施方法 

委託：手話サークル、 

要約筆記サークル 

■ 見込量を確保するための方策 

● 聴覚及び音声・言語機能障害者の外出や社会参加を支援するため、手話通訳者・要 

約筆記者の派遣体制を充実させ、情報バリアフリーの環境づくりを推進するととも

に、広報活動を行い広く周知します。 

 

⑹ 日常生活用具給付等事業 

■ 今後のサービス見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

日常生活用具給付等事業 

 

介護・訓練支援用具 給付件数 ６ ７  ８  

自立生活支援用具 給付件数 ８  ９ １０ 

在宅療養等支援用具 給付件数 １０  １１ １２ 

情報・意思疎通支援

用具 
給付件数 １６  １７ １８ 

排せつ管理支援用具 給付件数 １,１５０  １,１５０ １,１５０ 

住宅改修費 給付件数 ２  ３ ４  

■ 見込量を確保するための方策 

● 障害者が安定した日常生活を送るため、日常生活用具の利用希望者の把握に努め

るとともに、日常生活用具給付等事業の周知を図り、障害の種類や程度といったそれ

ぞれの特性にあった適切な日常生活用具の給付に努めます。 

● ホームページ等を通じて周知・広報に努め、障害者の支援に努めます。 

 

■ サービスの内容 

区  分 内   容 

介護・訓練支

援用具 

特殊寝台、特殊マットその他の障害者の身体介護を支援する用具並

びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者及び介助者が容易

に使用することができるものであって、実用性のあるもの 

自立生活支援

用具 

入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者の入浴、食

事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者が容易に使用す

ることができるものであって、実用性のあるもの 
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在宅療養等支

援用具 

電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者の在宅療養等を支

援する用具のうち、障害者が容易に使用することができるもので

あって、実用性のあるもの 

情報・意思疎

通支援用具 

点字器、人工喉頭その他の障害者の情報収集、情報伝達、意思疎通等

を支援する用具のうち、障害者が容易に使用することができるもの

であって、実用性のあるもの 

排せつ管理支

援用具 

ストマ装具、その他の障害者の排せつ管理を支援する用具及び衛生

用品のうち、障害者が容易に使用することができるものであって、実

用性のあるもの 

住宅改修費 
障害者の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模

な住宅改修を伴うもの 

 

⑺ 手話奉仕員養成講座事業 

■ 今後のサービス見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

手話奉仕員養成講座 

回数 ４７ ４７ ４７ 

実人数 １０ １０ １０ 

■ 見込量を確保するための方策 

● 地域における手話奉仕員を養成し、人材の確保に努めます。 

 

⑻ 移動支援事業 

■ 今後のサービス見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

移動支援事業 

実施か所数 １５ １６ １７ 

実人数 ８０ ８２ ８４ 

延時間数 ２,０００ ２,０５０ ２,１００ 

■ 見込量を確保するための方策 

● 障害者の社会参加や余暇活動を促すため、移動支援事業の周知に努めるとともに、

多様なニーズに沿った柔軟な事業の実施を検討します。 

 

⑼ 地域活動支援センター事業 

■ 今後のサービス見込量（個別サービスにおける利用見込量） 
 

区  分 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

地域活動支援 

センター事業 

実施 

か所数 
２ ２ ２ 

移動支援事業 実施方法 委託：指定障害福祉サービス事業所 
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地域活動支援センター機能強化事業 

 

地域活動支援 

センターⅡ型 

実施 

か所数 
１ １ １ 

地域活動支援 

センターⅢ型 

実施 

か所数 
１ １ １ 

 
 

地域活動支援セン

ター事業 

実施 

方法 

[Ⅱ型]鳥栖市身体障害者福祉センター 

   （指定管理者：鳥栖市社会福祉協議会） 

[Ⅲ型]身体障害者鳥栖作業所（ＮＰＯ法人） 

 

■ 見込量を確保するための方策 

● 専門職員を配置し、福祉、保健、医療、教育及び地域の社会基盤との連携強化のた

めの調整、ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発、社会

適応の支援等の事業を推進します。 

● 地域活動支援センターに通うことができる障害者の把握に努め、障害の特性に合

わせた活動の場の拡大及び活動内容の充実を図ります。 

● 障害者にとって活動の場となる地域活動支援センターが、専門的な相談に応じら

れることは重要であるため、専門的な相談体制の確保に努めます。 

 

⑽ その他事業 

地
域
生
活
支
援
事
業
（
任
意
事
業
） 

①福祉ホーム事業 

現に住居を求めている障害者について、低額な料金で、居室
その他の設備を利用させるとともに、利用者の日常生活に関
する相談、助言を行い、福祉ホームを運営する費用に対し補
助を行う 

②訪問入浴サービス 
事業 

地域において身体障害者の生活を支援するため、訪問により
居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清
潔の保持、心身機能の維持等を図ることで、福祉の増進を図
る 

③巡回支援専門員整
備 

保育所等の子どもやその親が集まる施設・場に巡回等支援を
実施し、障害が“気になる”段階から支援を行うための体制
の整備を図り、発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的
とする 

④日中一時支援事業 

一時的に見守り等の支援が必要な障害者に対して、日中にお
ける活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常
的な訓練を行うことで、その家族の就労及び一時的な休息を
支援する 

⑤社会参加促進事業 
（自動車運転免許取得助成事業、自動車改造助成事業） 
障害者の社会参加の促進を目的として、自動車運転免許の取
得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する 
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■ 今後のサービス見込量（個別サービスにおける利用見込量） 

 

区  分 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

その他事業 

 

福祉ホーム事業 実人数 ３ ３ ３ 

訪問入浴サービス事業 
実人数 ５ ５ ５ 

延日数 ３１６ ３１６ ３１６ 

巡回支援専門員整備事

業 

実施か所数 ２１ ２２ ２３ 

延べ回数 １４５ １５２ １５９ 

日中一時支援事業 

実施か所数 １８ １９ ２０ 

実人数 ９０ １００ １１０ 

延日数 １，７５０ １，８００ １，８５０ 

社会参加促進事業 実人数 ３ ３ ３ 

 

■ 見込量を確保するための方策 

● 訪問入浴サービス事業は、移送に耐えられない等の事情により、通所が困難な方に

対し訪問による入浴サービスであり、必要な障害者にサービスの利用を働きかけて

いけるよう相談支援専門員等との連携に努めます。 

● 巡回支援専門員整備事業を行い、専門員が幼稚園や保育園等の施設を巡回し、保育

士や対象児童の保護者へ助言を行うことにより、障害児の早期の療育につながる支

援を行います。 

● 日中一時支援は、障害者等の日中活動の場を確保し、日常的に介護している家族に

一時的な休息を与える事業であり、必要な障害者にサービスの利用を働きかけてい

けるよう相談支援専門員等との連携に努めます。 

● 事業内容についてホームページ等を通じて周知・広報に努め、障害者やその家族の

支援に努めます。 
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４．地域自立支援協議会 

 

⑴ 設置目的 

市町村は、「障害のある方が普通に暮らせる地域づくり」を目標に、相談支援事業

を始めとするシステムづくりに関し中核的役割を果たす協議の場を設置しています。 

本市においては、鳥栖市・基山町・上峰町・みやき町と合同で協議会を設置し、総

合会議（全体会・定例会）や専門部会を通じ、困難事例などの課題への対応や地域の

課題解決に向けたネットワークの構築などを行っています。 

⑵ 事務局 

    鳥栖市・基山町・上峰町・みやき町 

（総合相談支援センター キャッチに事務運営を委託） 

⑶ 構成メンバー 

    圏域内の行政・教育・医療・福祉等１４１団体で構成 

⑷ 専門部会 

① 障害者差別解消支援地域協議会…障害者差別解消法施行後の社会の変化を検証

するとともに、権利擁護に関して更なる意識の高揚に努める。虐待の事例検討

を通して情報共有と事案発生時の対応、再発防止策についての検討を行う。 

② こども部会………未就学児・就学児での困り感を共有しながら、こども達の生 

活全体を協議する 

  医療的ケア児支援連携強化ワーキンググループ（医療的ケア児の実態や現 

状を把握し、そこから課題を抽出していくことから始め、今後の医療的ケア 

児支援体制の整備につなげていく。） 

③ くらしの支援部会………２つの協議会で構成。 

  地域移行・退院促進協議会（地域移行支援、地域定着支援を実践すること 

 に関する協議会であり、障害福祉の資源としての量の確保と同時に入所施設 

や医療機関と地域との連携をスムーズに行うためのシステムづくりを検討す 

る。） 

  生活の場協議会（生活の場に関する総合的な議論を行う協議会であり、様々 

な生活の場の資源や課題を知り、障害者自身が求める生活のイメージを描き、 

情報や課題を共有するネットワーク支援等を検討する。） 

④ 相談支援部会「相談支援体制推進協議会」……指定相談支援事業所の課題解消

と質の向上を図るため、各種勉強会を中心に活動を行う。 

⑤ 就労支援部会…………就労支援ネットワーク強化等を行う。 

 

※事務運営会議に連なる検討会として、「地域生活支援拠点検討会」があり、構成

メンバーのうち、実際、地域生活支援拠点事業の担い手となる事業所で「拠点コア

会議」を開く。 
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図４－１ 自立支援協議会の主な目的・機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地域自立支援協議会…総合相談窓口に寄せられた相談を地域で解決していくた 

めに行われる地域の関係機関の実務者レベルの定例会議を主体とした協議会です。 

相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核

的な役割を果たす協議の場として市町村が設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信 

・構成員の資質向上の場として活用 

・権利擁護に関する取り組みを展開 

・地域の社会資源の開発、改善 

 

 

 

 

・地域の関係機関によるネットワーク構築 

・困難事例への対応のあり方に対する協議、調整 

情報機能 

調整機能 

開発機能 

教育機能 

権利擁護機能 

評価機能 

・中立・公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者の運営評価 

・サービス利用計画作成費対象者、重度包括支援事業等の評価 

・市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業の活用 
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図４－２ 鳥栖・三養基地域自立支援協議会の動き 

 

 

 

・地域の課題を情報共有           年２回開催 

 ・個別支援部会の検討                 

  

 

 

・事務運営会議（年４回開催） 

※地域生活支援拠点検討会  

  拠点コア会議 

      

 

・地域の課題や対策          年４回開催 

相談ケースを報告 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地域自立支援協議会…総合相談窓口に寄せられた相談を地域で解決していくた 

めに行われる地域の関係機関の実務者レベルの定例会議を主体とした協議会です。 

相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核

的な役割を果たす協議の場として市町村が設置します。 

 

全体会 

定例会 

個別支援部会 

（専門部会） 

総合相談支援センター 

（個別調整会議随時） 

・障害者差別解消支援地域

協議会 

・こども部会 

  医療的ケア児支援連携 

強化ワーキンググループ 

・くらしの支援部会 

  地域移行・退院促進協議会 

生活の場協議会 

・相談支援部会 

  相談支援体制推進協議会 

・就労支援部会 
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５．計画の推進・点検・評価 

障害福祉計画を地域の実情に応じた実効性のある計画として推進するには、障害福

祉サービス事業所、保健福祉事務所、公共職業安定所、教育機関、医療機関等の様々

な関係機関との連携が必要になってきます。地域の課題を解決していくためには、今

後ますます鳥栖・三養基地域自立支援協議会が果たす役割が重要になってきます。 

また、障害児支援の体制整備については、障害児の早期発見・支援を進めるため

に、子育て支援担当部局や児童発達支援センターなどの関係機関との連携体制を強化

していくことが必要になってきます。 

このように、本計画の推進にあたっては、関係機関との連携を図るとともに、施

策・事業の成果を点検・評価して、必要に応じてその充実や見直しを行っていきま

す。 

本計画に掲げている各種事業・施策の点検・評価にあたっては、進捗状況を定期的

に分析、把握し評価するとともに、必要が生じた際には、鳥栖・三養基地域自立支援

協議会を活用し、関係機関からの意見を求め、必要な対策を講じることで、計画を着

実に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


